
資 料 目 次 

資料１ 大阪大学学位規程 ・・・・・・ 18 頁 

資料２ 大阪大学における公正な研究活動の推進に関する規程 ・・・・・・ 29 頁 

017



○大阪大学学位規程

（総則） 

第１条 大阪大学（以下「本学」という。）において授与する学位は、学士、修士、博士及び法務博士

とする。 

２ 本学において授与する修士、博士及び法務博士の学位については、大阪大学大学院学則（以下「学

則」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

３ 学士の学位については、大阪大学学部学則の定めるところによる。 

（学位に付記する専攻分野等の名称） 

第２条 本学において授与する修士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 

文学 

人間科学 

法学 

経済学 

応用経済学 

経営学 

理学 

医科学 

公衆衛生学 

保健学 

看護学 

薬科学 

工学 

言語文化学 

日本語・日本文化 

国際公共政策 

情報科学 

生命機能学 

２ 本学において授与する博士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 

文学 

人間科学 

法学 

経済学 

応用経済学 

経営学 

理学 

医学 

保健学 

看護学 

歯学 

薬科学 

薬学 

工学 

言語文化学 

日本語・日本文化 

国際公共政策 

情報科学 

生命機能学 

小児発達学 

３ 前２項の規定にかかわらず、専攻分野が学際領域等に係るもので、当該研究科教授会の議を経て総
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長が適当と認めたときは、学術と付記することができる。 

４ 本学において授与する法務博士の学位には、専門職と付記するものとする。 

（学位の授与要件） 

第３条 学位は、学則の定めるところにより、所定の課程を修了した者に授与する。 

２ 前項に定めるもののほか、修士の学位は、学則の定めるところにより、生命機能研究科の博士課程

において、修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも授与することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、博士の学位は、博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課

程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力の確認」という。）した者にも授

与することができる。 

（課程を経る者の論文の提出） 

第４条 本学大学院の課程（法科大学院の課程を除く。）を経る者（前条第２項に規定する者を含む。

以下同じ。）の学位論文は、学則の定めるところにより、当該研究科長に提出するものとする。 

２ 前項の場合において、博士論文にあっては、論文目録、論文内容の要旨及び履歴書を添付しなけれ

ばならない。 

（課程を経ない者の学位授与の申請） 

第５条 第３条第３項の規定により、博士の学位の授与を受けようとする者は、学位申請書に博士論文、

論文目録、論文内容の要旨、履歴書を添え、学位に付記する専攻分野を指定して総長に提出するもの

とする。 

２ 前項の申請は、別に定める論文審査手数料を納付後に行うものとし、申請期間は、当該納付した日

から４日以内とする。 

３ 総長は、前項の納付を確認後、第１項の申請書類を受理したときは、専攻分野に応じて、当該研究

科長に回付するものとする。 

（論文） 

第６条 審査を受けるため提出する学位論文（学則第１５条第１項本文の規定による特定の課題につい

ての研究の成果を含む。）は、１篇とし、所定の部数を提出するものとする。ただし、参考として他

の論文を添付することができる。 

２ 審査のため必要があるときは、研究科教授会は、論文の訳文、模型又は標本等を提出させることが

できる。 

第７条 受理した学位論文及び論文審査手数料は、返付しない。 

（学位論文の審査の付託） 

第８条 研究科長は、学位論文を受理（第５条第３項の規定により総長から回付された場合を含む。）

したときは、その審査及び最終試験又は学力の確認を当該研究科教授会に付託するものとする。 

（審査委員会） 

第９条 研究科教授会は、審査を付託された学位論文の審査等を行うため、審査委員会を設けるものと

する。ただし、学則第４５条に規定する国際連携専攻（以下「国際連携専攻」という。）における学

位論文の審査等を行う場合は、学則第４６条に規定する連携外国大学院（以下「連携外国大学院」と

いう。）との合同の審査委員会を設けるものとする。 

２ 審査委員会は、当該研究科教授２名以上の委員で組織する。ただし、修士論文の審査にあっては、

当該研究科の教授１名及び准教授１名以上とすることができる。 

３ 第１項ただし書きに規定する合同の審査委員会の場合は、前項で規定する審査委員会の委員のほか、

連携外国大学院の教員が委員として参画するものとする。 

４ 前２項の場合において、必要があるときは、研究科教授会の議を経て、他の大学院等の教員等の協

力を得ることができる。 

５ 審査委員会の委員は、公表するものとする。 

６ 審査委員会の委員は、学位論文の審査等に関し、供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはなら

ない。 

（論文の発表会） 

第９条の２ 学位論文の審査においては、当該論文の内容に関する発表会を公開で実施するものとする。

ただし、当該論文の内容に関し、知的財産を保護する必要があるとき又は秘密保持の義務を課した本

学の契約を遵守する必要があるときは、非公開とすることができる。 
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（課程を経る者の最終試験） 

第１０条 学則第１２条本文に規定する最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連のある科目につ

いて、口答試問又は筆答試問により行う。 

（課程を経ない者の学力の確認） 

第１１条 第３条第３項に規定する学力の確認は、学位論文に関連のある科目及び外国語について、口

答試問又は筆答試問により行うものとする。 

２ 前項の外国語については、２種類を課すものとする。ただし、研究科教授会が特別の事由があると

認めるときは、１種類のみとすることができる。 

第１２条 本学大学院博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究

指導を受けた上退学した者が、博士論文を提出したときは、各研究科で定める年限内に限り、学力の

確認を行わないことがある。 

（審査期間） 

第１３条 審査委員会は、博士論文が提出された日から１年以内に、論文の審査及び最終試験又は学力

の確認を終了しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、当該研究科教授会の議を経て、

その期間を延長することができる。 

（審査結果の報告） 

第１４条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終了したときは、直ちに論文の内

容の要旨、審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨に、学位を授与

できるか否かの意見を添え、当該研究科教授会に文書で報告しなければならない。ただし、修士の学

位については、学位を授与できるか否かの意見のみを報告すれば足りるものとする。 

（博士論文研究基礎力審査） 

第１４条の２ 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に代えて、学則第１

５条第２項に規定する試験及び審査（以下「博士論文研究基礎力審査」という。）を行う場合につい

ては、第９条及び前条の規定を準用する。この場合において、第９条第１項中「審査を付託された学

位論文の審査等」とあり、同条第２項中「修士論文の審査」とあり、及び同条第６項中「学位論文の

審査等」とあるのは「博士論文研究基礎力審査」と読み替えるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、当該博士課程の目

的に応じ、研究科において定めるものとする。 

（学位授与の議決等） 

第１５条 研究科教授会は、第１４条（前条第１項において準用する場合を含む。）の報告を受け、学

位を授与すべきか否かを審議し、議決する。ただし、研究科の定めるところにより、教授会通則第９

条に規定する代議員会等に委任し、その議決をもって研究科教授会の議決に代えることができる。 

２ 前項の議決には、構成員の３分の２以上の出席を必要とし、かつ、出席者の３分の２以上の同意が

なければならない。 

第１６条 研究科教授会が前条の議決をしたときは、当該研究科長は、文書で総長に報告しなければな

らない。 

２ 前項の場合において、博士の学位にあっては、博士論文とともに論文の内容の要旨、審査の結果の

要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨を添付するものとする。 

（学位の授与） 

第１７条 総長は、前条の報告を受け、学位を授与すべきか否かを決定し、学位を授与すべき者には、

所定の学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨を通知する。 

（学位簿への登録） 

第１８条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録の上、当該学位を授与した日から３月

以内に文部科学大臣に報告するものとする。 

（博士論文の要旨等の公表） 

第１９条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３月以内に当該博士論文

の内容の要旨及び審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 

２ 前項の規定による公表は、本学の機関リポジトリの利用により行う。 

（博士論文の公表） 

第２０条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内に当該博士論文の全文を公
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表しなければならない。ただし、既に公表したときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該

研究科長の承認を得て、当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができ

る。この場合において、当該研究科長は、研究科教授会の議を経て、その公表を承認するとともに、

当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、インターネットの利用により行うも

のとし、本学においては機関リポジトリの利用により行うものとする。 

（学位名称の使用） 

第２１条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記するもの

とする。ただし、国際連携専攻に係る学位にあっては、連携外国大学院の大学名を併記するものとす

る。 

（学位の取消） 

第２２条 学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたとき

は、総長は、当該研究科教授会の意見を聴いた上、教育研究評議会の議を経て、学位を取り消し、学

位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。 

２ 学位を授与された者に、その名誉を汚す行為があったときは、前項の例により、当該学位を取り消

すことがある。 

（学位記の様式） 

第２３条 学位記の様式は、別表のとおりとする。 

２ 国際連携専攻における学位記の表記は、別表九及び別表十のとおり日本語とする。ただし、連携外

国大学院との協議により、連携外国大学院が所在する国の公用語又は国際的通用性のある第三国の言

語を併記することができる。 

（雑則） 

第２４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

２ 国際連携専攻における学位申請手続き及び学位論文の審査方法等については、この規程に定めるも

ののほか、連携外国大学院との協議により別に定めることができるものとする。 

附 則 

１ この規程は、昭和３４年１１月１８日から施行し、昭和３０年１月１日から適用する。 

２ 従前の学位授与に関する規程は、この規程の施行にかかわらず昭和３７年３月３１日（医学博士に

ついては、昭和３５年３月３１日）まで、なお効力を有するものとする。 

附 則 

この改正は、昭和３６年７月１９日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和３８年３月２０日から施行し、昭和３７年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和４２年４月１２日から施行し、昭和４２年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和５０年４月１６日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和５１年４月１９日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和５３年６月１４日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５４年５月１６日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５９年３月１６日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１８日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和６２年５月２０日から施行し、昭和６２年４月１日から適用する。 
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附 則 

この改正は、平成元年７月１９日から施行し、平成元年７月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３年７月１７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１２年７月１９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１６年１１月１７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この改正は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２１年７月２１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２３年６月１５日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日現在大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科に在学中の者

については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、平成２４年７月１８日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２４年９月１９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２５年４月１０日から施行する。 

２ 改正後の第１９条の規定は、平成２５年４月１日以後に博士の学位を授与した場合について適用
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し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第２０条の規定は、平成２５年４月１日以後に博士の学位を授与された者について適用

し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年１０月１９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年５月１日から施行する。 
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、
博
士
課
程
を

修
了
し
、
か
つ
、
博
士
課
程
教
育
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
た

場
合
並
び
に
国
際
連
携
専
攻
を
修
了
し
た
場
合
を
除
く
。）

大

学

印

氏

名

年 
 

月 
 

日
生
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本
学
大
学
院
大
阪
大
学
・
金
沢
大
学
・
浜
松
医
科
大
学
・
千
葉
大

学
・
福
井
大
学
連
合
小
児
発
達
学
研
究
科
小
児
発
達
学
専
攻
の
研
究

指
導
を
○
○
大
学
に
お
い
て
受
け
博
士
課
程
を
修
了
し
た
の
で
博
士

(

小
児
発
達
学)

の
学
位
を
授
与
す
る 

 
 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

大
阪
大
学
総
長 

氏

名 

印 
 

 
 

 
 

 
 

第 
 

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学

位

記 

三 

大
阪
大
学
・
金
沢
大
学
・
浜
松
医
科
大
学
・
千
葉
大
学
・
福
井
大
学
連

合
小
児
発
達
学
研
究
科
の
博
士
課
程
を
修
了
し
た
場
合
の
学
位
記
の
様
式 

大

学

印 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

氏

名 

年 
 

月 
 

日
生 

 

    

     

備
考 

□
□
□
□
□
□
□
に
は
、
卓
越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
学

位
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
を
記
入
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
○
専
攻
（
卓
越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 

「
□
□
□
□
□
□
□
」
）
の
博
士
課
程
を
修
了
し
た
の
で
博
士
（
○
○
）

の
学
位
を
授
与
す
る 

  
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

大
阪
大
学
総
長 

氏

名 

印 
 

 
 

 
 

 
 

 
第 

 

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学

位

記 

四 

卓
越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
博
士
課
程
を
修
了
し
た
場
合
の
学
位
記
の

様
式 大

学

印 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

氏

名 

年 
 

月 
 

日
生 
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備
考 

□
□
□
□
□
□
□
に
は
、
博
士
課
程
教
育
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
お
け
る
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
名
称
を
記
入
す
る

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
を
修
了
し
た
の

で
博
士
（
○
○
）
の
学
位
を
授
与
す
る

本
学
博
士
課
程
教
育
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
□
□
□
□
□
□

□
」
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る

令
和 

 

年 
 

月 
 

日

大
阪
大
学
総
長 

氏

名 

印

学

位

記

五 

博
士
課
程
を
修
了
し
、
か
つ
、
博
士
課
程
教
育
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
修
了
し
た
場
合
の
学
位
記
の
様
式

大

学

印

氏

名

年 
 

月 
 

日
生

本
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
法
務
専
攻
の
法
科
大
学
院
の
課
程
を

修
了
し
た
の
で
法
務
博
士(

専
門
職)

の
学
位
を
授
与
す
る

令
和 

 

年 
 

月 
 

日

大
阪
大
学
総
長 

氏

名 

印

第 
 

号
学

位

記

六 

大

学

印

法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
場
合
の
学
位
記
の
様
式

氏

名

年 
 

月 
 

日
生
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本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
○
専
攻
に
お
い
て
修
士
課
程
の
修

了
に
相
当
す
る
要
件
を
満
た
し
た
の
で
修
士(
○
○)

の
学
位
を
授
与

す
る 

 
 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

大
阪
大
学
総
長 

氏

名 

印 
 

 
 

 
 

 
 

第 
 

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学

位

記 

七 
生
命
機
能
研
究
科
の
博
士
課
程
に
お
い
て
修
士
課
程
の
修
了
に
相
当

す
る
要
件
を
満
た
し
た
場
合
の
学
位
記
の
様
式 

大

学

印 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

氏

名 

年 
 

月 
 

日
生 

 

  
 

 
 

 
 

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
し
た

の
で
博
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

 
 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

大
阪
大
学
総
長 

氏

名 

印 
 

 
 

 
 

 
 

第 
 

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学

位

記 

八 

論
文
提
出
に
よ
る
場
合
の
学
位
記
の
様
式 

大

学

印 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

氏

名 

年 
 

月 
 

日
生 
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第 号 

学 位 記 

氏 名 

（西暦）年 月 日生 

大阪大学及び○○大学の間で〇〇〇〇年〇○月〇○日に締結

された協定に基づく国際連携○○専攻の修士課程を修了したの

で修士（○○）の学位を授与する 

  （西暦）年  月  日 

大阪大学総長  〇〇大学学長 

  氏  名 印   氏  名 

サイン サイン

大学印 （official 

Seal） 

九 

国
際
連
携
専
攻
に
お
け
る
修
士
課
程
を
修
了
し
た
場
合
の
学
位
記
の
様
式 

第 号 

学 位 記 

氏 名 

（西暦）年 月 日生 

大阪大学及び○○大学の間で〇〇〇〇年○〇月○〇日に締結

された協定に基づく国際連携○○専攻の博士課程を修了したの

で博士（○○）の学位を授与する 

  （西暦）年  月  日 

大阪大学総長  〇〇大学学長 

  氏  名 印   氏  名 

サイン サイン

大学印 （official 

Seal） 

十 

国
際
連
携
専
攻
に
お
け
る
博
士
課
程
を
修
了
し
た
場
合
の
学
位
記
の
様
式
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